
第五次　近江八幡市行政改革実施計画進行状況

総　　　括　　　表

平 成 ２ １ 年　4月

近     江     八     幡     市



第５次近江八幡市行政改革実施計画進行状況(総括表)の定義等

【項　　　目】
　○第五次近江八幡市行政改革実施計画　（以下、「実施計画」という。）　の取組項目を記入しています。

【取組内容】
　○実施計画の「取組内容」を記入しています。

【最終目標】
　○実施計画の「効果見込」を記入しています。

【第五次行政改革実施計画策定時における現状と課題】
　○第五次行政改革実施計画策定当初の現状と課題を記入しています。

【改革の具体的内容】
　○計画期間中に取り組む内容を記入しています。

【取組状況】
　○平成２０年１２月末日現在の取組状況を記入しています。

【平成２１年度末達成目標】
　○第五次近江八幡市行政改革の最終年度にあたる平成21年度の達成目標を記入しています。

【年度目標】
　○実施計画の年度目標を掲げ、変更のあった場合は２段に表示しています。上段（変更前)、下段(変更後)の年度目標を記入しています。

※「行政のサポート体制の整備」に関しては、具体的に取り組んでいる「公民館団体（サークル）の自主運営の支援」、 「文化協会への支援」「土地改
　良団体協議会の自主運営の指導」を個別に記入しました。
　また、「業務の見直し（廃止・統合）」に関しても、「地域総合センターの見直し」「児童館の見直し」「教育集会所の見直し」「老人憩いの家の見直し」を
　個別に記入しました。
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4
検
討
検
討

社会貢献活動を行っている市民
活動団体が公共サービスの担
い手になるための育成と支援の
充実

各分野において市民が自主的
に活動を展開する際、市民と行
政の役割を明確にし、市民が必
要とする役割について行政がサ
ポートできる体制を整備する

2

ＮＰＯと行政の双方が、互いの
依存関係から脱却できておら
ず、協働によるまちづくりに向け
た取り組みが進んでいない

3

まちづくり支援課 ①現在の学区自治システム及
び学区公民館のあり方を見直す
②行政と市民の役割分担を明
確にするとともに、学区まちづく
りを推進するための体制を整備
する

学区の自治コミュニティ活動を
住民自らが担えるようになること
を目指す

学区の身近な自治シ
ステムの形成

ＮＰＯの活動支援体制の充実を
図り、行政とＮＰＯとの協働のま
ちづくりを目指す

検
討

①補助事業の成果や委託内容と事務局機能のあり方に焦点
をあてた投げかけを行いながら、業務の点検・評価を実施した
（６月～７月）【内部評価】
②行政評価（第三者評価）制度を導入し、幾つかの支援業務
について評価を行なう中で、関係団体への行政関与のあり方
について見直しを行なった【外部評価】

各担当課 行政のサポート体制の
整備

協働のまちづくり基本条例との
整合性を図りながら、市民活動
団体と行政の協働を推進してい
く

①業務の点検・評価を行う中
で、市民活動団体に行政が関
与する（役割分担する）必要性
があるのか、また、どのように関
与するのか明らかにする
②役割分担を図ることについて
行政側の課題を明らかにし支援
の方策を検討し、全庁的な取組
に結びつける

業務（事業）の目的が共有でき
ていないため、行政と団体の役
割が明確になっておらず、将来
的な展望を持っての支援ができ
ていない

各学区公民館が抱える団体や
サークル等の経営能力や運営
のあり方に格差があることから、
行政のサポート体制の整備が
迫られている

4

三世代交流課

行
政
の
サ
ポ
ー

ト
体
制

【別掲】
公民館団体（サー
クル）の自主運営
への支援

①団体等それぞれの組織の自
主性を促す
②公民館職員の行うべき業務を
明確化するとともに、団体等が
自主的な活動を展開するための
サポート体制を整備する

各学区公民館が抱える団体や
サークル等が自主性を持つよう
に働きかけ、公民館運営の適正
化を図る

第五次　近江八幡市行政改革実施計画進行状況　総括表

№ 担当部・課 項目
取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）

1

まちづくり支援課 パートナーシップによ
るまちづくり

市民と行政による協働のまちづ
くりをルール化したまちづくり自
治基本条例の制定を行い、協働
によるまちづくりを実現するため
の啓発を行う

市民と行政による協働のまちづ
くりを実現する

①一部学区においてまちづくり
協議会が組織化されておらず、
また、実質的な協議会運営はな
されていない
②全市的に地域住民および行
政職員に定着したものになって
いない

検
討
検
討

検
討

検
討

①学区まちづくり協議会基本方
針の確立
②まちづくり協議会について学
区役員をはじめとする地域住民
への啓発・周知を行う
③市民と行政の役割分担を明
確化し、公民館運営のまちづくり
協議会への委託化を図る
④学区まちづくり協議会の活動
を支援する方策を検討する

改革の具体的内容

①市民と行政との役割分担が
明確になっていない
②市民による主体的な活動が
成熟していない
③協働のまちづくりに対する意
識が定着していない

①協働のまちづくりの推進のた
め、啓発活動を広く展開する
②各学区にまちづくり協議会の
設置やＮＰＯ支援の充実を図る
③市民の主体的な喚起につな
がる取り組みを行う
④庁内の横断的な取り組みを
進める

平成２１年度末
達成目標

　Ⅰ－（１）　地域協働の推進

【　Ⅰ．地域の創造を可能にする新しい自治システムの確立を目指した改革　】

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

一
部
実
施

一
部
実
施

①「NPOと行政との協働のあり
方に関する答申」に基づき、 協
働の指針策定、ＮＰＯ活動支援
及び全庁的な取組みとするため
の、職員研修の開催や推進体
制の整備
②ＮＰＯと行政とのコーディネー
ト機能の確立と役割を明確に
し、中間支援組織の育成と支援
体制の充実を図る

まちづくり支援課 ＮＰＯとの協働のまち
づくり

①ＮＰＯと行政との協働のルー
ルを策定し、全庁的な取り組み
を図る
②ＮＰＯの活動支援体制の充実
を図る

検
討

①行政番組による「まちづくり協議会」についての市民啓発等
を行なったことにより、学区ごとの「まちづくり協議会」の設立へ
の取り組みが進み、地域の自立を促進することとなった（７月）
②平成２０年１２月末現在で、６学区１地域で「まちづくり協議
会」が設立された（平成２１年３月末には全学区において設立
予定）

①市民と行政による協働のまち
づくりの実施と検証
②協働のまちづくりの啓発
③各学区まちづくり協議会の設
置
④各学区まちづくりへの市職員
による支援体制の整備

①公民館をコミュニティセンター
へ移行するための条件整備を
行なう
②まちづくり協議会への各事業
委託のための条件整備を行なう

①各地区まちづくり協議会の設立のための支援（４月、５月）を
行ない、今年度中に沖島を含む全ての地区において、まちづく
り協議会が設立されることとなる
②まちづくり支援助成金制度により、各地区が独自のまちづく
り活動を行なうこととなり、地域の自立を促進することとなった
（１０月）
③公民館のコミュニティセンター移行に向けた体制検討を行
なっている

①ＮＰＯ中間支援組織へＮＰＯ支援業務を委託した
　・中間支援会議事務局員兼ＮＰＯ活動コーディネーターを
　　１名配置
　・ＮＰＯ情報バンクの設置による情報発信
②ＮＰＯ活動促進事業助成金事業を実施した
③公益市民活動の活性化を図るため「近江八幡中間支援会
議」を設置し、若年層の活動の活性化と新規団体の発掘等を
行なった

①ＮＰＯと行政との協働指針に
基づく協働事業及び支援制度
の実施と充実
②職員研修の開催や推進体制
の充実
③中間支援組織の支援体制充
実

一
部
実
施

検
討
検
討

一
部
実
施

一
部
実
施

①各学区公民館が抱える団体
やサークル等を所管する庁内部
署を洗い出す
②組織の自立についての理解
を得て自主運営と自主経営が
行えるように啓発と指導を行う
③公民館のコミュニティセンター
化に備え、関係団体やサークル
等の会計事務処理を団体自身
で行うために、事務処理の適正
化を進める

①各学区公民館が抱える団体
やサークルの自主運営と自主
経営を確立する
②コミュニティセンターへの移行
に向けた事前調整を行う

①各種団体、サークル等における自主運営と自主経営につい
て、平成２２年４月から各団体へ移行することの啓発と指導を
行なった
②サークル等については自主的な活動と経営が行なわれるよ
うになった
③各種団体の事務点検を３ヶ月に一度実施し会計事務処理
等の画一的な方法による適正処理の定着化を図った

1
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№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

4

農村振興課

行
政
の
サ
ポ
ー

ト
体
制

【別掲】
土地改良団体協
議会の自主運営
の指導

①団体と行政の役割を明確に
する
②土地改良団体協議会の自主
運営にむけ取り組む

土地改良団体協議会の運営の
適正化を図る

土地改良団体協議会と行政と
の役割が明確になっておらず、
支援体制も確立されていない

平成１８年度から会長が属する
改良区に事務局を置き、市行政
も土地改良団体協議会の一会
員として参画しサポートする

①会長が属する改良区に事務局を置き運営している
②市は、年会費（負担金）を支出し協議会の一員として協力・
支援を行っている

適正に事務が執行されるよう指
導と支援を行う

検
討
実
施

6

生活安全課 ①全自治会において自主防災
組織が設立されるよう取り組む
②有事の際に初期行動体制が
とれるよう地域のリーダーを養
成する

地震・火災・水害等の緊急時に
備え、自主防災組織を設立し、
初期行動体制を整える

防災対策は多くの自治会におい
ては自警団で対応している為に
自主防災組織の組織率は低い

①全自治会において自主防災
組織が設立されるよう取り組む
②有事の際に初期行動体制が
取れるように地域のリーダーを
養成する

①自主防災育成のための普及啓発活動により、自主防災組
織の組織率は前年度比１割増となった（５６．２％）
②全自治会において自主防災組織が設立されるよう、市連合
自治会に対する説明会（１回）や各自治会での出前講座（５
回）において啓発を行なった
③学区まちづくり協議会での地域防災力を高めるための講座
（１回）を開催した
④関係機関の開催する研修会等に地域の代表者を派遣した
（延べ１３５名）

組織や個々の意識の高揚と能
力の向上により自主防災の強
化を図る

実
施

7

三世代交流課 ①生涯学習の理念である、生涯
にわたっての学習機会の提供
②近江八幡市生涯学習社会づ
くり構想のもと、地域課題にあう
学習機会を提供
③地域の人材を育成し、地域課
題の解決につながる生涯学習
推進体制の確立

①近江八幡市生涯学習社会づ
くり構想を改定し、中央公民館
体制の充実を図る
②地域の社会的課題の解決の
ための学習機会の提供
③その成果を活かすことのでき
る生涯学習推進支援の方法の
確立

コミュニティセンターやまちづくり
協議会の役割が明確でなく、コ
ミュニティセンター移行後の公民
館の組織体制、生涯学習事業
について検討が進んでいない

①コミュニティーセンター移行後
の公民館組織・業務内容及び生
涯学習推進体制について検討
②平成20年度において、平成15
年3月に改訂した生涯学習社会
づくり構想の見直し

①各学区公民館のコミュニティセンター移行後における中央公
民館の組織と機能のあり方について検討を行なった
②地域の人材育成と地域課題の解決に繋げることの出来る生
涯学習の推進体制確立に向けた検討を行なった
③生涯学習推進の基本的な方向を示した「近江八幡市生涯学
習社会づくり構想」の見直しを行なう（平成２１年３月改定）

①新たな公民館体制及び生涯
学習推進体制の確立
②公民館業務の整理の実施
③学区まちづくり協議会への事
業委託について検討

検
討
検
討

一
部
実
施

1

財政課 ①経営改善計画の進行管理を
行う
②経営改善計画を行政改革実
施計画とリンクさせるために、改
定する

財政の健全化を図る ①普通会計の全業務について
見直し・廃止・縮小・検討等の取
り組み状況の把握に努めている
が、予算と業務の点検・評価が
リンクしているという認識が低い
②国や県の財政構造改革に伴
う影響が明確になってきた業務
があることから、財政シミュレー
ションを見直す必要がある

①経営改善基本計画の進行管
理を行う
②経営改善基本計画と行政改
革実施計画の見直し

①経営改善基本計画の取組経過等研修会（５月）を実施した
②1300業務について担当課にヒアリングを実施し、業務の見
直し状況、歳入の確保状況等の把握をすると同時に、財政シ
ミュレーションを行い、経営改善に向けた意識改革について啓
発を行った（６月～７月）

歳出の見直し状況、歳入の確保
状況の把握

実
施

経営改善計画の進行
管理

①ボランティア等の人材発掘とボランティア登録の充実を行
なった
②外国人窓口相談員２名（ポルトガル語・英語）の配置、行政
窓口通訳及び生活相談の実施により外国籍市民への行政
サービスの向上と生活支援を行なった
③庁内連絡調整会議の開催（１２月）により庁内多言語表記へ
の対応を図った

5

一
部
実
施

①多言語による相談窓口体制
の充実
②ボランティアの育成及び活用
策構築
③庁内関係課連絡調整会議の
充実

一
部
実
施

まちづくり支援課

　Ⅱ－（１）　経費の節減等財政の健全化

災害などの有事の際
の協働体制の構築

　Ⅱ－（１）－①　予算規模の適正化

生涯学習推進体制の
確立

①外国籍市民への全庁的な支
援体制の不備
②特に医療、教育分野における
母国語での対応の需要に対し、
ボランティア等人材が不足して
いる

①外国籍市民への全庁的な支
援体制の整備を行う
②医療・教育分野におけるボラ
ンティア等の人材発掘や研修会
等によるボランティアの育成を
行う
③多言語による相談コーナーの
設置を行う

外国人相談体制の充
実

①ボランティアやＮＰＯと協働し
た支援体制を構築する
②外国籍市民への全庁的な支
援体制の整備を図る

市民との協働による文化芸術の
振興を図る

外国人の相談のための支援体
制の充実を図る

【　Ⅱ．健全で勢いのある財政運営を目指した改革　】

実
施

一
部
実
施

市民との協働という視点から、
文化協会と行政の役割が明確
になっておらず、支援体制も確
立されていない

4

地域文化課

行
政
の
サ
ポ
ー

ト
体
制

【別掲】
文化協会への支
援

①団体と行政の役割を明確に
する
②文化協会の自主運営にむけ
取り組む

検
討

一
部
実
施

実
施

文化協会が自主運営を行えるよ
うに次の指導・助言を行う
①自主自立の意識付け
②事務局の確保
③事務担当者の配置について
の指導
④活動資金確保に向けた取り
組みの指導
⑤自主活動の場の確保

必要に応じ文化協会の会議・事業に出席し、自主運営に向け
た指導、助言及び支援を行なった。
①文化協会会則を改正し事務局を会長宅に置いた
②自主的・主体的な団体運営と事業の企画運営が行なわれる
ようになった

自主運営確立後のサポートを行
う

2



17 18 19 20 21
№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

2

財政課 各担当部局ごとに予算を配分
し、各部の裁量に基づき業務活
動を実施することができる予算
編成方式に変更する。

予算規模の適正化を図る 国の「三位一体改革」、県の「財
政構造改革プログラム」の影響
から、地方自治体においては一
般財源をはじめとした大幅な財
源不足が生じており、財政運営
はかつてない危機的な状況と
なっている

①予算編成方法を「積み上げ方
式」から「枠配分方式」に移行す
る
②市民等へ予算関連情報や財
政状況に係る情報提供の充実
を図る
③経営改善基本計画による財
政シミュレーションに沿った形で
財政運営に努める

①予算編成方法の枠配分方式の更なる徹底と問題点の改善
を行なった
②職員向け予算説明会（１０月）の実施と予算調整担当者会
の実施による意識改革の周知を行なった
③経営改善基本計画・集中改革プランとリンクした財政シミュ
レーションを実践した

①当初予算編成の枠配分方式
②業務改善、行政改革実施計
画の進捗との整合
③補正予算による歳入歳出の
財源調整の実施
④市民等へのわかりやすい充
実した財政情報の提供

試
行
実
施

1

収納課 収納率の向上（現年分収納率
９８％）を目指す

税負担の公正を確保する 租税に対する認識が不十分なこ
となどから滞納者が存在してい
る

①滞納整理強化月間を設定し、
行政管理部職員による夜間等
の臨戸訪問を実施する
②口座振替による納付を推進
し、コンビニ収納等利便性の向
上により収納率の向上を図る
③ネットバンキングやカード決済
について検討し更なる利便性の
向上を図る

①年間を通じて滞納整理を実施した
②滋賀地方税滞納整理機構と共同徴収チームを編成し高額
滞納者の滞納処分の実施とインターネット公売に取り組んだ
③共同徴収と、滞納整理強化月間（１２月・５月）に関する周知
を行なった
※平成１９年度収納率＝９7．８３％（現年分）
　　対象（個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・
都市計画税）

①きめ細やかな納税相談や滞
納整理を行い、納税意識の向上
を図る
②口座振替の利用促進を図る

実
施

2

保険年金課 収納率の向上（現年分　９３％）
を目指す

国民健康保険事業の安定運営
を確保する

高齢化や高度医療の進展、就
業構造の変化や失業等にともな
う加入者や医療費の増加等、構
造的な課題を抱える国民健康
保険事業運営において、国県の
財源負担構造も変化し新たな支
援が見込めない中、本市におい
ても国民健康保険料の確保は
より重要となっている

①徴収業務の徹底
②返戻郵便等の早期実態調査
の実施
③訪問徴収の充実（徴収体制・
特別訪問徴収）
④口座振替納付の拡大
⑤納付相談の徹底
⑥資格管理の徹底
⑦納付意識の喚起

①徴収体制の強化：徴収ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ設置、嘱託徴収員の設置
（４名）
②訪問徴収を充実
③納付相談の徹底（納付誓約の取り付け）
④資格管理の徹底（短期証・資格者証の運用の徹底、運用基
準の整備）
⑤納付意識の喚起
※平成１９年度収納率＝９２．８４％

①徴収業務の徹底（督促状・催
告状の迅速な発送、夜間電話
催促、差し押さえの実施）
②訪問徴収の実施
③納付相談の徹底
④納付意識の向上 実

施

3

介護保険課 収納率の向上（普通徴収現年
分
収納率　９１．２９％）を目指す

介護保険事業の安定運営を図
る

①所得状況等による保険料滞
納者が増えている
②介護保険制度に対する無理
解者の滞納も多い

①徴収業務の徹底（督促状・催
告状の送付等ねばり強い徴収
を行う）
②制度無理解者等には戸別訪
問を実施する
③悪質滞納者には給付制限も
視野に入れ対策を講じる
④介護保険制度の啓発実施
（広報、出前講座等）
⑤特別徴収の補足回数を増や
し６５歳到達者の特徴化を促進
する

①未納者に対して、督促状及び催告書を送付することにより、
納付を促した
②個別訪問や出前講座・広報等を通じて制度の周知や啓発を
展開した
③悪質な滞納者への給付制限について検討を行なった

　※平成１９年度収納率＝８７．０５％（普通徴収現年分）

介護保険事業の安定した運営
のために介護保険料の収納率
向上を図る
①徴収業務の徹底（督促状・催
告状の送付等）
②制度無理解者等には戸別訪
問を実施
③悪質滞納者には給付制限も
視野に入れた対策
④介護保険制度の啓発実施
（広報、出前講座等）

実
施

4

住宅課 収納率の向上を目指す 市民間の受益と負担の公平性
の確保

家賃負担義務の意識が低いこ
とから滞納者が存在している

①徴収業務の徹底により、現年
分を中心に収納率の向上を図
る
②入居者には家賃負担義務が
あることを啓発する
③悪質滞納者、不正入居者に
は住宅明け渡しを求める訴訟を
実施
④訴訟を実施することで滞納者
には強制退去の危機感を持っ
てもらい滞納防止につなげる

①徴収業務の徹底により、収納率の向上を図った
②入居者には家賃負担義務があることの啓発を行なった
③悪質滞納者、不正入居者に明渡請求を実施した（１０件）
④滞納者を担当者制により管理した

　※平成１９年度収納率＝８６．７１％（現年分）

①徴収業務の徹底により、収納
率の向上を図る
②入居者には家賃負担義務が
あることを啓発する
③悪質滞納者、不正入居者に
明渡請求の実施 実

施

1

看護専門学校 看護専門学校の授業料を見直
す

受益者負担金の適正化 看護専門学校の維持管理のた
めに適正な授業料設定による受
益者負担が必要である

①適正な受益者負担の算定方
法を検討する
②授業料の値上げを行う

Ｈ１８年度から授業料の改正を行なった
　　　　　（年額　240千円⇒300千円）
 適用：Ｈ１８＝１年生
　　　 　Ｈ１９＝１年生、 ２年生
　　　 　Ｈ２０以降＝全学年

適正な受益者負担額を設定す
るために、県内等の看護専門学
校の授業料等の情報収集を行
う 検

討
実
施

看護専門学校授業料
の見直し

住宅使用料の収納率
の向上

国民健康保険料の収
納率の向上

介護保険料の収納率
の向上

予算枠配分制度の導
入

　Ⅱ－（１）－③　受益者負担金の適正化

市税収納率の向上

　Ⅱ－（１）－②　税等収納率の向上

3



17 18 19 20 21
№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

2

環境課 事業所等から事業所活動によっ
て生ずるごみ処理手数料を見
直す

受益者負担金の適正化 施設維持のために適正な受益
者負担が必要である

一律１５０円／１０ｋｇを
１００ｋｇ未満を２５０円／１０ｋｇ
１００ｋ以上３００円／１０ｋｇ
　　　　　　　　　　　　に改正する

新手数料により対応（平成１８年４月～）
　　１００ｋｇ未満を２５０円／１０ｋｇ
　　１００ｋｇ以上を３００円／１０ｋｇ
※参考　搬入ゴミ（可燃ゴミ＋不燃ゴミ＋粗大ゴミ）
（平成１８年度搬入ゴミ量　6,571,830kg）
（平成１９年度搬入ゴミ良　6,309,710kg）

受益者負担の適正化を図る

検
討
実
施

3

環境課 新火葬場（さざなみ浄苑）の改
築に伴い、使用料を見直す

受益者負担金の適正化 新火葬場の改築に伴い受益者
負担の適正化を図るために適
切な使用料を設定する必要が
ある

火葬料
　市民
　　13歳以上　   20,000円
　　13歳未満　   10,000円
    死産児　　　    5,000円
    身体の一部    5,000円
    改葬             5,000円
　その他（市外）
    13歳以上     80,000円
    13歳未満　   40,000円
    死産児        20,000円
　　身体の一部  20,000円
    改葬           20,000円
　愛玩動物（総重量）１頭当たり
　　５Ｋｇ未満　　　6,000円
　１５Ｋｇ未満　　10,000円
　１５Ｋｇ以上　　14,000円

①火葬料金については、新使用料で対応した（平成１７年７月
～）
②愛玩動物の火葬を開始した（平成２０年７月～）
　　・愛玩動物の火葬について関係自治会と協議
　　・愛玩動物用火葬備品の整備
　　・愛玩動物の火葬について市民及び動物病院へ周知

受益者負担の適正化を図る

実
施

4

健康推進課 各種健診の適正な受益者負担
のあり方を検討する

受益者負担金の適正化 過去の各種健診および予防接
種の経緯や近隣市町とのバラン
スも考慮し、適正な見直しが必
要である

予防接種・健（検）診の実費弁
償の見直しについては、過去の
経緯や他市の状況についての
情報収集を行ない適正な見直し
を図る

（集団健診）
　肝炎ウイルス検診（新規）　700円
（医療機関委託）
　肝炎ウイルス検診（削除）

受益者負担の適正化・公正化を
図る

実
施

5

幼児課 保育所入所負担金の見直し 受益者負担金の適正化 県下他市の状況を踏まえ、延長
保育、障害児保育、土曜一日保
育の実施等の保育サービスの
充実と、入所負担金の適正化を
図る必要がある

平成１７年度から平成１９年度ま
での３年間で約２．３％づつ段階
的に見直す

平成１７年度から平成１９年度までの３年間で約２．３％づつ段
階的に見直した

受益者負担の適正化を図る

実
施

6

商工観光労政課 市営多賀観光駐車場、市営小
幡観光駐車場の有料化に向け
取り組む

受益者負担金の適正化 市営観光駐車場の在り方につ
いて検討を行う必要がある

市営多賀観光駐車場・小幡観
光駐車場の有料化を行う

両駐車場に管理人を配置し、使用料を徴収したことにより駐車
場の管理運営にかかる財源を得た

※参考　駐車場使用料
　　平成１８年度　15,120千円
　　平成１９年度  14,539千円
　　平成２０年度  14,800千円（見込み）

受益者負担の適正化を図る

検
討
実
施

7

下水道課 農業集落排水処理施設にかか
る下水道使用料の見直し

受益者負担の適正化 本市の下水道使用料について
は、公共下水道、沖島特定環境
保全公共下水道、農業集落排
水の３種類の生活排水処理施
設の使用料を徴収しているが、
社会経済状況の変化、および下
水道等の整備状況も異なること
を考慮して適正な見直しが必要
となっている

平成１８年度に見直し検討資料
を作成し、地元協議を行った上
で使用料見直す

平成１９年４月より大中、佐波江地区で実施した
※使用料改定内容
【改定前】１世帯＝＠４，０７７円／月
【改定後】１世帯＝
　基本料金：＠２，０００円／月
　加算料金：（＠５００円×世帯人員数）／月
【増加額】（平成１８年度との比較）
　平成１９年度＝３２６千円増
　平成２０年度＝３５１千円増（見込）

受益者負担の適正化

検
討
実
施

農業集落排水処理施
設に係る下水道使用
料の見直し

健診負担金・実費弁償
の見直し

市営観光駐車場の有
料化

保育所入所負担金の
見直し

ごみ処理手数料の見
直し（事業所分）

火葬場使用料の見直
し

4
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№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

8

住宅課 23年度に公営住宅家賃体系を
統一化する

受益者負担の適正化 一般施策化後の受益者負担の
公平化を図る方針により、平成
１０年度から復元してきた減免
家賃を適正化する

【吉ケ藪団地・追分団地・末広団
地】～H18年度：２５％減免
⇒H19～22年度：各年度５％復
元
【上記以外の地域改善向住宅】
～H18年度：５０％減免
⇒H19～22年度：各年度１０％
復元

【吉ケ藪・追分・末広団地】
　１０％復元（本来家賃の１５％減額）
【上記以外団地】
　２０％復元（本来家賃の３０％減額）

※参考
　平成１９年度　3,306千円　増額
　平成２０年度  5,005千円　増額見込み

【吉ケ藪・追分・末広団地】
１５％復元（本来家賃の１０％減
額）
【上記以外団地】
３０％復元（本来家賃の２０％減
額）

検
討
実
施

9

教育総務課
幼児課

幼稚園の授業料を見直す 受益者負担の適正化 県下他市の状況や「預かり保
育」の本格実施を踏まえなが
ら、幼稚園授業料の適正化を図
る必要がある

授業料の適正化に向け検討を
行なう

県内他市町の幼稚園授業料の状況についての情報収集に努
めた

受益者負担の適正化に向けた
検討を行なう

検
討
検
討

1 各担当課 廃止・統合

各担当課 廃止･統合

再編・整理

1

各担当課
財政課

①行政の関与のあり方を点検・
検証する
②「目的・成果」を基準に業務を
体系的に整理しながら今後の方
向性を探る

①業務の継続的な改善を図る
②業務の見直しを図る

①行政改革の取り組みの成果
や目標をできるだけ数値化する
こと
②行政改革と事業評価と予算を
連動させる取り組みが必要
③それぞれの業務の目的、現
状、課題等の把握と、費用対効
果・事業効果の検証により、業
務を整理する必要がある

①公共サービスへの行政関与
のあり方を点検・検証する
②業務の点検・評価結果を予算
とリンクさせる
③目的・結果を基準に、業務を
体系的に整理しながら今後の方
向性を探る

①業務点検・評価を実施し行政改革実施項目及び業務の見
直し状況等の把握と行政改革推進上の課題の抽出を行なっ
た
②職員研修（政策形成研修会）を開催し職員の政策形成能
力、意識改革の啓発を図った
③第三者評価制度を導入・実施（指定管理者業務・重点事業・
平成１９年度実施業務）し第三者評価制度導入による市民へ
のアカウンタビリティ体制の充実を図った

業務の点検・評価の実施
・業務点検・評価シートを活用し
業務の見直し状況を把握する
・行政改革を推進するための課
題を抽出する
・第三者評価制度を導入し、業
務点検・評価シートの実施意義
を浸透させる
・予算編成資料として活用する

Ｈ
1
6
実
施

2 各担当課 廃止･統合

各担当課

地域総合センターを廃止し、こ
れに伴う隣保館、教育集会所、
児童館、老人憩いの家を廃止す
る

同和対策事業の見直し
（地域総合センターの廃止）

今日まで地域総合センターで
は、基本的人権尊重の精神に
のっとり、生活上の各種相談事
業及び人権課題の解決に資す
ることを目的に各種事業を総合
的に行ってきたが、平成１９年度
をもって廃止することとなったた
め、施設のあり方について地元
協議を行うとともに、用途廃止
等について国･県と協議を行う

地域総合センターに位置付けて
いる隣保館、教育集会所、児童
館、老人憩いの家を廃止する

地域総合センターを平成２０年３月末に廃止したことにより、そ
こに位置付けられている隣保館、教育集会所、児童館、老人
憩いの家の各施設について方向づけを行った

　　　　　【詳細は以下に記載】

地域総合センターを廃止する

検
討
実
施

2

人権施策課

業
務
の
見
直
し

（
廃
止
・
統
合

）

【別掲】
隣保館の見直し

隣保館事業を廃止し、これまで
の取り組みの成果を検証する

同和対策事業の見直し
（隣保館の廃止・統合）

隣保館の廃止により、施設のあ
り方について地元協議を行うと
ともに、用途廃止等について国･
県と協議を行う

①隣保館を廃止する
②存在する課題については引き
続き一般施策の中で対応してい
く

①隣保館を廃止する
　・八幡会館　⇒　用途変更し、八幡子どもセンターとして活用
　・桐原会館　⇒　用途変更し、桐原公民館及び八幡西子ども
　　　　　　　　　　　 センター分室として活用
　・末広会館　⇒　用途廃止し、解体（平成２１年３月末完了）

隣保館を廃止する

検
討
実
施

住宅使用料の減免率
の見直し（特定目的住
宅家賃の減免復元）

■第五次近江八幡市行政改革実施計画　別紙　参照

■第五次近江八幡市行政改革実施計画　別紙　参照

■第五次近江八幡市行政改革実施計画　別紙　参照

補助金の見直し

業務の見直し

【別掲】
地域総合センターの見
直し

　Ⅱ－（１）－⑤　業務の再編・整理、廃止･統合

2

負担金の見直し

　Ⅱ－（１）－④　補助金等の整理、廃止･統合

幼稚園授業料の見直
し

業務の点検・評価

■第五次近江八幡市行政改革実施計画　別紙　参照
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17 18 19 20 21
№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

2

子ども支援課

業
務
の
見
直
し

（
廃
止
・
統
合

）

【別掲】
児童館の見直し

児童館６館を廃止・統合し、「子
どもセンター」として運用する

同和対策事業の見直しと、子育
て支援の充実
（児童館の廃止・統合）

①新たな子育て支援のニーズ
に十分な対応が出来ていない
②限られた地域を対象に事業
展開を実施していることから、市
全体へのサービス供給が不十
分である

①子育て支援に関わる事業の
対象エリアを各中学校区へ拡大
する
②地域の人材育成を行い、市民
参画の協働事業を展開する

①児童館を廃止する
　・八幡児童館　⇒　用途廃止し、解体（平成２１年３月末完了）
　・堀上児童館　⇒　用途廃止し、解体（平成２１年３月末完了）
　・大森児童館　⇒　八幡西子どもセンターとして活用
　・住吉児童館　⇒　用途変更し、社会体育施設として活用
　・末広児童館　⇒　八幡東子どもセンターとして活用
　・宮前ゆうゆう児童館　⇒　用途廃止し、地元へ無償貸与の
                                    方向で調整中
②子どもセンターにおける児童健全育成事業の実施を行った
　・乳幼児対象の子育て支援
　・小中学生対象の児童健全育成

児童館6館を廃止・統合し、新た
に各中学校区に1箇所の子ども
センターを設置し、子育て支援
を推進する

検
討
実
施

2

教育振興課

業
務
の
見
直
し

（
廃
止
・
統
合

）

【別掲】
教育集会所の見
直し

教育集会所事業を廃止し、これ
までの取り組みの成果を検証す
る

同和対策事業の見直し
（教育集会所の廃止・統合）

長年にわたり教育集会所と学校
が連携を密にして取り組んでき
た事業は、一定の成果を上げて
きた

学校や地域と十分に連携を取り
ながら、残された課題に対する
支援を行う

①教育集会所を廃止する
　・八幡教育集会所　⇒　用途廃止し、社会体育施設としての
                                活用を検討
　・八幡教育集会所別館　⇒　用途廃止し、解体（平成２１年３
月末完了）
　・堀上教育集会所　⇒　用途廃止し、解体（平成２１年３月末
完了）
　・大森教育集会所　⇒　用途廃止し、地元への無償貸与の方
　　　　　　　　　　　　　　　　向で調整
　・住吉教育集会所　⇒　用途廃止し、解体（平成２１年３月末
完了）
　・末広第１教育集会所　⇒　地元へ無償貸与の方向で調整
　・末広第２教育集会所　⇒　用途変更し、八幡東子どもセン
                                     ターとして活用
②子どもセンターにおいて残された教育課題に対する支援を
行なった

教育集会所を廃止する

検
討
実
施

2

高齢・障がい生活
支援センター

業
務
の
見
直
し

（
廃
止
・
統
合

）

【別掲】
老人憩いの家の
見直し

大森・住吉・八幡・堀上・末広
東・末広西の６館の管理業務を
廃止する

同和対策事業の見直し
（老人憩いの家の廃止・統合）

今後の活用状況を考えたうえで
施設の廃止について検討する

①各老人憩いの家については
用途廃止のうえ、地元への無償
貸与もしくは無償譲与とする

①老人憩いの家を廃止する
　・八幡老人憩いの家　⇒　休館
　・堀上老人憩いの家　⇒　用途廃止し、地元自治会が施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　管理費を負担して使用
　・大森老人憩いの家　⇒　用途変更し、八幡西こどもセンタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ーと して活用
　・住吉老人憩いの家　⇒　用途廃止し、地元自治会が施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　管理費を負担して使用
　・末広西老人憩いの家　⇒　用途廃止し、地元自治会が施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設管理費を負担して使用
　・末広東老人憩いの家　⇒　用途廃止し、地元自治会が施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設管理費を負担して使用

老人憩いの家を廃止する

検
討
実
施

2 各担当課 再編・整理

1

管財契約課
住宅課

　全ての公有用地を精査し、公
有用地処分計画を策定のうえ、
計画的に売却を進める

歳入の確保 公有財産未利用地としては、事
業計画見直し等に生じた普通財
産、同和対策事業に伴う残地
（普通財産）、土地開発基金財
産等の長期保有地などを保有し
ている

①平成１８年度から５ヶ年計画
の年次処分計画を立て売却処
分する
②「公共用地処分にかかる企画
書」の改正を行う

①普通財産の一般競争入札による処分を実施した
②同和対策事業にかかる残地処分を実施した
③普通財産の先着順公募による処分の実施を行った
④普通財産の土地売却を進めるため用地測量・登記整理を実
施した

公共用地処分にかかる企画書
に基づく計画的な普通財産の売
却

検
討
実
施

　Ⅱ－（２）－①　新たな歳入の確保

　現在の市広報等の広告料収
入以外での新たな歳入の確保
に向けた取り組みを進める

今日まで税以外の自主財源を
確保するという視点がなかった

安定した財源確保の一助となる
とともに、取り組みをとおして職
員の意識改革につながる

実
施

新たな歳入の模索

一
部
実
施

検
討

①新たな歳入の確保に向け、ア
イデア募集を実施する
②具体化に向けた検討を行う

①自主財源確保の方策を探る
②新たな歳入の確保に向けた
取り組みを模索する
③広告事業実施計画に基づく事
業の実施

①広告事業の促進を図った
※参考（平成２０年度見込み）
　　・八幡駅自由通路広告：1000千円
　　・市広報掲載広告：2100千円
　　・窓口用封筒広告：300千円
　　・市ホームページへのバナー広告：440千円
　　・かわらミュージアム特別展広告：100千円
②駅南口自由通路壁面広告の業者委託について検討を行
なった
③近江八幡市広告事業プロジェクトチームを設置した

業務の見直し

　Ⅱ－（２）　歳入の確保

1

管財契約課

公有財産の処分

　Ⅱ－（２）－②　公有財産の有効活用と処分

■第五次近江八幡市行政改革実施計画　別紙　参照

6



17 18 19 20 21
№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

1

総務課 ①人事院勧告に準拠し、平成１
８年４月１日において給料水準
を平均４．８％引き下げる
②幼稚園教諭を行政給料表に
適用移行し、教職調整額を7,500
円に引き下げる
③計画期間内において諸手当
等の見直しを行う

給与構造の改革を行い、給与制
度を見直す

給与制度については、職務と職
責がより明確化された給料表の
あり方が求められ、平成17年度
人事院勧告で示された給与構
造の改革について、平成18年4
月1日で移行を行い、経過期間
内において細部の調整を行う必
要がある

①特殊勤務手当の見直しを実
施する
②地域手当の見直しを実施する
③技能労務職員の給料などの
総合的な点検を実施する
④給与抑制策を実施する（市３
役の報酬削減、管理職手当の
支給削減）

①市３役の報酬削減（市長▲５％、副市長、教育長▲３％）を
継続して実施した
②地域手当の支給率を削減１．５％→１％（平成２１年度から
支給なし）した
③管理職手当の削減を継続して実施した（病院医療職除く）課
長級以上２０％　課長補佐級１６％
④特殊勤務手当の見直しについて検討を行なった
⑤技能労務職員の給料等の見直しに向けた取組方針の策
定・公表を行なった

給与の適正化を図る

実
施

1

総務課 ①職員互助会の事業内容を見
直し、縮小を図る
②職員（会員）の会費額と市か
らの補助金額のあり方を引き続
き見直す

経費の削減 市の厳しい財政状況の中で、市
民の理解を得るためには、職員
互助会事業の透明性の確保と
ともに、事業内容の見直しが必
要である

①福利厚生事業の縮小・廃止
見直し
②職員の会費額と市補助金の
あり方の見直し

職員互助会検討委員会を設置し、福利厚生事業のあり方と公
費補助を伴う事業の精査について検討を行った
　平成２１年４月～公費補助の削減（▲４５％）予定

①事業の見直し・廃止を検討
②会費と市補助金のあり方の検
討

実
施

1

各担当課 「近江八幡市指定管理者制度に
係る指針」に基づき、効率的な
管理運営、利用者の視点に立っ
た管理運営の検証のもと導入を
図る

①住民サービスの向上
②行政コストの縮減
③施設機能のさらなる向上

①地方自治法の改正により公
の施設は直営もしくは指定管理
者による管理運営とすることと
なった
②本市には約１５０の公の施設
が設置されており、それらの維
持管理には毎年多くの経費を要
しているいる

「指定管理者制度導入に係る指
針」「公の施設の管理運営に関
する方針」に基づき、各施設の
あり方を検証する

【平成１８年度導入】
　・舟だまり（５施設）（H23.3まで）
【平成１９年度導入】
　・勤労者福祉センター（H23.3まで）
【平成２１年度再選定】
指定管理者選定審査会・行政評価委員会の評価を受ける中
で、施設の最適な管理運営の方法を検討し再選定を行った
　・マルチメディアセンター（H24.3まで）
　・駅南総合スポーツ施設（H26.3まで）
　・駅北口自転車専用駐車場施設（H24.3まで）
　・白雲館（H24.3まで）
　・沖島漁港（H24.3まで）
　・子どもの家（八幡・桐原東・馬淵）（H24.3まで）
　・共同浴場（八幡・末広）（H22.3まで）
　・いきいきふれあいセンター（H23.3まで）
　・総合福祉センター（H24.3まで）

公の施設について管理のあり方
を検証し導入する

検
討
実
施

1

地域福祉課 福祉バス運転業務を委託する 安定したサービスの提供と経費
の削減を図る

業務の必要性および行政関与
の妥当性について検証が求め
られる

①福祉バス運転業務を委託す
る
②利用者には燃料費分の実費
弁償を請求する

①民間委託を継続して実施した
②利用団体の範囲を拡大した
③利用者から燃料費分の実費弁償を徴収した（バス車庫から
利用団体集合解散場所間の燃料についても利用者負担とす
る）

運行の適正管理

実
施

2

第２クリーンセン
ター

現在、直営により収集している
新聞、雑誌の資源ごみと燃やせ
ないごみおよび粗大ごみの収集
業務を委託する

収集業務の効率化と住民サー
ビスの向上を図るとともに、ゴミ
の減量化を図る

①収集を担当する環境整備員
の高齢化や退職等による減少
により現状体制の維持が困難
②ごみ焼却施設の老朽化が進
んでいるためごみの減量化に努
める必要がある

①新聞・雑誌の資源ゴミ、燃や
せないゴミ及び粗大ゴミの収集
委託
②段ボールの分別収集による
資源化率の向上

①収集業務体制について見直しを行なった（新聞・雑誌の資
源ゴミ、燃やせないゴミ及び粗大ゴミの収集委託）
②直営の収集業務について委託し、効率化を図り住民サービ
スの向上を図った
③ダンボールを資源ごみとして回収し、ゴミの減量化を促進し
た

①委託業務の適正管理
②資源化率の向上

検
討
実
施

給与の適正化

　Ⅱ－（３）－②　福利厚生事業の点検・見直し

指定管理者制度の導
入

福祉バス運転業務

  【　民間委託　】

　Ⅱ－（３）　給与の適正化等

　Ⅱ－（３）－①　給与の適正化

　Ⅱ－(４）　指定管理者制度の活用

　Ⅱ－(５）　民間委託・民営化の推進

ごみ収集業務の委託
化

福利厚生事業の見直
し
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17 18 19 20 21
№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

3

学校教育課 小学校における学校給食（調理
業務）を随時民間委託に切替え
ていく

民間のノウハウを活かし、衛生
管理等の充実と安定した給食
サービスの提供を図る

総合的な給食のあり方について
検討する必要がある

①給食運営業務の細分化によ
り、直営と委託の業務の明確化
を図る
②計画的に調理業務の民間委
託化を検討する

①桐原小学校で民間委託を実施した
②委託業務のモニタリングを行うことで内容の見直しを図った

学校給食（調理業務）の民間委
託化の拡大を図る

検
討
準
備

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

4

教育総務課 中学生の利便性を確保しなが
ら、効率化を図れる通学手段を
検討する

スクールボートの運航手法等の
見直し

八幡中学校に通学する沖島在
住の生徒などの、通学手段を確
保するための方策について検討
が必要である

①代替手法について、実現性、
経費面、他の中学生の通学状
況とのバランス面等から比較検
討する
②地元合意の形成

①スクールボートが果たしてきた役割を整理し廃止に伴う影響
と対応策について検討した
②スクールボートの廃止について保護者をはじめ地元関係者
と協議を行った
③平成２１年度より民間船舶を利用した通学への支援に移行
する

スクールボートの運航手法等の
見直し

検
討
検
討
検
討
検
討
実
施

1

環境課 し尿及び浄化槽汚泥を東近江
地域とともに広域で行う

し尿処理の合理化を図る 施設縮小更新の検討と併せて
八日市布引ライフ組合への搬入
協議を進めた結果、本市のし尿
および浄化槽汚泥を八日市布
引ライフ組合で委託処理を行っ
ている

八日市布引ライフ組合の施設の
大規模改修に合わせて、広域
組合への加入に向けた協議を
進める

①八日市布引ライフ組合におけるし尿等の委託処理を実施し
た
②八日市布引ライフ組合施設の大規模改修時に合わせた広
域組合への加入に向け情報収集を行なった

①八日市布引ライフ組合におけ
るし尿等の委託処理
②八日市布引ライフ組合施設の
大規模改修時に広域組合への
加入に向け検討 検

討
実
施

2

合併準備室 広域的な行政区域の中で、効率
的な行政経営のあり方（合併）を
模索する

効率的な広域行政の運営 平成18年12月に滋賀県市町合
併推進審議会から「自主的な市
町の合併の推進に関する答申」
で、構想対象市町の組み合わ
せとして近江八幡市・安土町・竜
王町の合併の枠組みが示され
た

現在は市町間での事務レベル
の協議を継続しているが、市議
会の合併推進に向けての研修
会や、民間レベルでの研修会の
開催を働きかけ、啓発に取り組
む

①両市町の将来へのまちづくりについて調査、研究会を開催
した
　　・まちづくり研究会（庁内）を３回開催して課題や展望の
　　　把握に努めた
　　・まちづくり研究会分科会（庁内）を８回開催し、具体的な
　　　課題や展望の把握に努めた
②市内８学区で合併にかかる市の方針・合併にかかる経過に
ついての説明会を開催した（平成２１年１月）

合併新法期限内での広域合併
の実現

検
討
検
討
検
討

1

各担当課
総務課
財政課

ＩＳＯ（国際標準化機構）規格に
基づき、業務活動の現状を評
価・分析し、マネジメントサイク
ルにより次年度以降の計画の
立案へとつなげていく仕組みを
構築する

効率的な行政運営 品質及び環境マネジメントは継
続的改善が必須条件であること
から、現手順を点検するとともに
運用に必要な職員の力量を高
める必要がある

①ISO（マネジメントシステム）の
運用基準・行政改革・業務評
価・予算・決算を連動させる
②職員一人一人がISO（マネジ
メントシステム）・業務評価・行政
改革・予算編成業務は、効率的
な業務の遂行と財政運営を実
現するためのツールであると認
識する
③行政評価（第三者評価）制度
を導入し、成果重視による行政
運営と、市民への説明責任の充
実、職員の意識改革を図る

①マネジメントシステムの自主運用
②チーム制導入による年２回の内部監査の実施
③内部監査結果検討会の開催
④市民サービスマニュアルの改訂検討
⑤行政評価（第三者評価）制度を導入し、指定管理者制度導
入施設業務（２３施設）、重点事業（６事業）、業務点検・評価業
務（２７業務）についての評価を実施した
⑥市職員、市議会議員、監査委員、市民を対象に行政評価に
ついての研修会を開催した（１０月）

①マネジメントシステム（ＭＳ）と
業務評価、予算編成の連携の
強化
②ＭＳの自主運営の定着と内部
監査機能の強化
③市民サービスマニュアルの改
訂

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

実
施

多様な保育ニーズと、子育て支
援への対応が困難な状況となっ
ている

準
備

し尿処理事業の広域
化

実
施

①許認可業務の事前相談、具
体的な協議等に関し、一元化に
より迅速かつ的確に対応するた
めの窓口を、物的・人的に充実
を図る
②庁舎２階での窓口の一元化

①２ヶ所の公立保育所について民営化に移行した
　　・金田西保育所：社会福祉法人による運営
　　・金田東保育所：学校法人による運営
②保育所運営の民営化を実施し待機児童減少に繋げた

保育の適正管理待機児童の解消や多様化する
保育ニーズへの対応等子育て
支援の充実を図る

学校給食
（調理業務）

検
討

①多様化する保育ニーズに対
応するために民間のノウハウを
活用する
②効率的な保育運営を目指す

1

マネジメントサイクル
（ＰＤＣＡ）の確立

保育所の民営化

　【　民営化　】

準
備

スクールボートの運航
手法等の見直し

　Ⅳ－（１）　行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織

ワンストップ・パーミ
ティング体制の構築

【　Ⅳ　新しい地方自治を担う行政組織と人づくりを目指した改革　】

開発などの許認可事務の窓口
一元化に平成１６年度より取り
組んでいるが、さらに、横断的な
連携の充実と窓口設置場所の
確保等サービス向上につながる
取り組みを進める

窓口の一体化により開発に関す
る円滑な相談・受付を行う

総務課 開発許可に関係する窓口が分
散しており利用者（住民）の利便
性が低い 一

部
実
施

許認可業務の事前相談・具体
的な協議等を組織の横の連携
を密にすることにより、迅速かつ
的確に対応でき、申請者の利便
を図る

幼児課

【　Ⅲ　広域的な視点をもった政策運営と広域行政の推進を目指した改革　】

窓口の一元化により開発に関係する許認可業務について迅
速かつ的確に対応できた

①待機児童解消のための定員
増や延長保育の時間延長等の
保育サービスの拡大を図る
②在宅家庭を含めた子育て支
援事業の充実を図る

広域行政の推進（広域
合併）

2
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17 18 19 20 21
№ 担当部・課 項目

取組内容
【改革方針】

最終目標
【目的】

取組状況（Ｈ２０．１２末の状況）改革の具体的内容
平成２１年度末
達成目標

年度目標第五次行政改革実施計画策定
時における現状と課題

3

幼児課
子ども支援課

①就学前教育のあり方の検討
②実施計画の策定
③既存施設の有効活用と職員
の効果的な配置

保育所・幼稚園における子ども
たちの望ましい集団活動を確保
し、効果的な運営を目指す

・一部の幼稚園では園児数の減
少で集団機能が低下する一方、
保育所では待機児童が例年発
生しているという課題がある
・幼稚園・保育所の目的や機能
の特性を念頭におきつつ、施設
の運用や人員配置の適正化を
図ることで、現状の課題解決に
向けた有効な施策を推進してい
くことが必要である

①幼稚園・保育所における連携
した就学前教育の推進に向け
健やかに育つ環境づくりのため
就学前教育のあり方の基本方
針の徹底を図る
②育成指針、認定こども園、組
織・体制等の具体的な取組計画
の推進に努める

①認定こども園の運営等検討会を開催し、武佐認定こども園
の計画素案について協議を行なうとともに保護者への説明を
実施した
②金田西保育所、金田東保育所の民営化を実施した
③沖島保育所の幼稚園化を実施した
④幼保人事交流を実施した

①幼保連携施策推進計画に基
づく業務実施
②幼保連携施策推進計画の評
価と見直し

検
討
検
討

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

1

総務課 ①市職員全体で△４．６４％を削
減する（平成２２年までに４９名）
②職員の定数管理の適正化を
図り、効果的・効率的な行政運
営を目指す

①質の高い行政サービスの提
供と社会経済情勢及び多様な
住民ニーズに的確かつ迅速に
対応できる体制を目指す
②歳出予算に占める人件費を
逓減する

簡素で効率的な政府を実現す
るための行政改革の推進に関
する法律が平成18年6月2日に
施行され、地方公務員数につい
て、平成17年4月1日を基準と
し、平成22年4月1日までに団体
職員総数の４．６４％以上の純
減を図るよう定められたことを受
け、集中改革プランで本市の職
員数目標を定め公表した

①新規採用職員を停止する（企
業会計を除く）
②執行体制の適正な維持継続
が図れるよう定数管理を行う

平成２０年４月１日時点の公表済目標数値の１，０５８名より、
更に４２名減の実績職員数１，０１６名（平成２０年４月１日現
在）となった
【４２名の内訳】
　　公営企業部門の病院事業の減（計画数比較▲２７名）
　　一般行政部門の退職不補充による減（計画数比較▲１５
名）］

定員管理（職員数）の適正化を
図り効果的・効率的な行政運営
を行う［平成２１年度：１，０３７
名］

実
施

1

総務課 ①人材育成基本方針の見直し
を検討し、効果的な研修を推進
する。
②平成１８年度から人事評価制
度を試行する。（対象は管理職）
③職員の育成と意欲向上につ
ながる人事評価制度の確立に
向け、検討する。

職員能力の資質の向上による
組織力の向上

・人材育成基本方針の策定から
５年が経過し、見直しの時期に
来ている
・組織の中に相互啓発的な雰囲
気が薄く、人材育成が重要課題
の一つであるという共通認識が
低い

①人材育成基本方針について、
庁内に策定委員会等を設け、見
直しについて検討を進め、限ら
れた予算の中で効果的な研修
を推進する
②平成１８年度から管理職を対
象に人事評価制度を試行する
③職員の育成と意欲向上につ
ながる目標管理を取り入れた新
しい人事評価制度の確立に向
け検討し、職員の意識改革と人
を育てる職場環境づくりを目指
して組織力の向上を行う

①人事評価制度策定検討委員会（内部機関）を４回開催し、人
事評価及び人材育成基本方針の改訂について検討を行った
②平成２１年４月　人事評価制度試行に向け、制度設計と職
員への説明・研修会を実施予定（平成２１年２月）

人事評価および人材育成基本
方針の改定について、職員の育
成と意欲向上につながるように
検討を加え、人を育てる職場環
境づくりを目指す

検
討

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

1

財政課 ①行政改革の取組内容をできる
限り数値目標を掲げ、成果など
を住民にわかりやすく公表する
②行政改革大綱（考え方）等を
庁内・外に周知する
③庁内の推進体制の強化を図
る

効果的・効率的な行財政運営 行政改革、業務改善（業務の点
検・評価）、予算編成を結びつけ
るシステムが確立できていない

①行政改革の取組内容をできる
限り数値目標を掲げ、成果など
を住民にわかりやすく公表する
②行政改革大綱（考え方）等を
庁内・外に周知する
③都市経営推進リーダー会議と
行政改革推進本部の役割を明
確にし、推進体制の強化を図る
④業務の見直しの進行状況等
については業務の点検・評価を
実施し対応する

①行革に関する職員研修を実施した（５月）
②行政改革推進本部等へ情報や課題提供を適時行なった
③行革実施項目の取組み状況を把握し、結果をまとめた
④行政改革の３分野（補助金等・受益者負担・公の施設の管
理運営）の見直し等の考え方の職員への浸透を図った

①第５次行政改革実施計画との
総括と公表
②第６次行政改革へ引き継ぐ事
項の整理
③行政改革推進上の課題の抽
出

策
定
実
施

1

市民課 　戸籍事務の電算化を行う 市民サービスの向上と効率的で
正確な事務処理を行う

戸籍事務についてはいわゆる
紙戸籍による管理を行っており､
戸籍の記載は手作業により､戸
籍関係証明の作成は紙戸籍か
らの複写に頼っている

戸籍総合システム導入により戸
籍の電算化をおこなうことで、戸
籍及び附票の記載誤りを防ぎ、
住民基本台帳と戸籍附票の統
一化を図る

戸籍総合システムの運用（平成１７年１２月電算化）により迅速
な戸籍記載と戸籍証明書発行ミスの防止が図れた

システムの適正な運用管理を行
うことで戸籍記載の正確性と迅
速性を確保する

実
施

2

情報政策課 ①庁内の情報資産の把握とリス
ク分析をし、情報セキュリティポ
リシーを策定する
②職員のセキュリティ意識の向
上を図り、運用体制を確立する
③継続的なセキュリティレベル
の向上を図る

情報資産の適切な管理 ①情報システム毎に必要なもの
については要綱等の整備がさ
れているものの、情報資産全体
を包括する統一的な基準等は
未整備である
②各所属におけるセキュリティ
レベルには格差がある

①庁内の情報資産の把握とリス
ク分析をし、情報セキュリティポ
リシーを確立する
②自己点検や内部調査監査に
より職員のセキュリティ意識の
向上を図り運用体制を確立する

①情報セキュリティ委員会を開催した（３月）
②職員研修を実施した
③自己点検による課題の把握を促進した（６月、２月）
④職員に向けてのセキュリティ注意の喚起を行なった（随時）

①情報セキュリティポリシーの
運用
②自己点検、監査の実施
③情報セキュリティに係る職員
研修の実施 検

討
実
施

定数管理の数値目標

　Ⅳ－（５）　電子自治体の推進

　Ⅳ－（３）　人材育成の推進

　Ⅳ－（２）－①　定数管理の数値目標

　Ⅳ－（４）　公正の確保と透明性の向上

情報セキュリティポリ
シー（＊注）の策定と
運用体制の確立

人材育成の推進

行政改革実施計画の
進行管理

戸籍事務の電算化

　Ⅳ－（２）　定数管理の適正化

                          ＊「情報セキュリティポリシー」とは、情報資産を守るためのルールを文書化したものです。

保育所と幼稚園の効
果的な運営
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